
ペイロールカードについて

１．賃金支払の原則を満たすか

ペイロール・カード口座への賃金支払を可能とする規制の緩和については、以下の点も踏まえながら検討を
行うことが必要。

本件提案を実施するに当たっては、以下に掲げるような賃金の支払方法の原則を満たす必要がある。
・通貨払の原則 ⇒ 即時的な換金性があるか
・全額払の原則 ⇒ 確実な賃金保全がなされるか、労働者の手数料負担はあるか、
・毎月払・一定期日払の原則 ⇒ 資金移動業者の個別状況に左右されることなく担保されるのか

上記を踏まえ、仮に、労働者の賃金にリスクがあることが明らかになった場合には、現行制度で規定される
銀行預金等への支払との比較考量が必要であることから、必要な検討を進める。

２．全国一律対応の必要性

労働者の生活の糧である賃金の確保など「人たるに値する生活を営むための最低基準」を定める労働基準
法については、一部の企業や地域において試行的に実施した上で全国的適用の是非を判断する、といった
制度にはなじまない。このため、仮に本提案を実施する場合には、全国一律の対応を図ることが必要。

３．労使間での議論の必要性

労働者のリスクが伴うルール変更については、当事者である労使間で十分に議論を重ね、納得感を得る必要。

４．一般的な支払方法として規定する必要

賃金の支払方法は基本的ルールに関わることであるため、仮に省令改正による措置を行う場合には、特定
の事業者のサービスのみを対象とするのではなく、一般的・客観的な賃金の支払方法として規定する必要。
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